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昭和４８年（１９７３年）７月４日生まれ横浜育ち　　血液型A型
横浜市立小山台小学校入学
大分県立大分舞鶴高校入学（１年次冬、転勤で横浜へ戻る）
神奈川県立大岡高校卒業
神奈川大学法学部法律学科卒業

TEL＆FAX ： ０４５－８９２－５１８７　 平成１４年（２００２年）１２月　派遣会社アシスト株式会社退職

携帯電話 ： ０７０－６５１１－１２９５　 平成１５年（２００３年）　４月　横浜市会議員　初当選
平成１９年（２００７年）　４月　横浜市会議員　２期目当選

指定されておりますので、今後、違法駐輪の取締りを強化していきます。

していきますので、ご理解（解決までにもう少しお時間を）頂ければと思っております。

３、私たち市民が政治に参加する流れをつくります（しがらみをなくす）。

大船駅笠間口付近の自転車等の違法駐輪！
大船駅に笠間口が開設されて以来、駅周辺（笠間口から笠間跨線橋入口付近まで）

また、大船駅の笠間口から笠間跨線橋入口付近までは自転車等の駐輪禁止区域に

４、子や孫のために持続可能な社会をつくります。

に少しずつ自転車やバイクの違法駐輪が増え、大船駅を利用する方や地域の方から

完全に解決するまでにはもう少し時間がかかると思いますが、先月（平成１９年７月）

違法駐輪を何とかして欲しいとの要望を多く頂いておりました。

の終わり頃、国税局の宿舎の跡地に駐輪場（約２００台分）が開設されました。

大  桑
第５７号

１、選挙の前も選挙の後も駅前に立ち続け新聞を配り続けます（情報公開）。

２、大桑まさたかの政治活動資金を公開し続けます。
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える！
 私たち市民が政治に参加する流れを作ります！

栄区から、しがらみのない政治を実現します！

無所属

カンパのお願い！（法律により、匿名のカンパは受け取ることが出来ません）

口座名義　 ： 　　大桑正貴としがらみのない政治を実現する会 大桑 正貴
振込先　　　：　　 三菱東京ＵＦＪ銀行 　　港南台支店 　　普通口座 　　１０９７５７０　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JR大船駅・JR本郷台駅・JR港南台駅、いずれかの駅で配布しております。

　　http://m-okuwa.net/

　　　　 （マメとグリはそれぞれの実家にいます）

「大桑正貴としがらみのない政治を実現する会」

大 聞

家族　：　妻、子、マメ（猫）、グリ（犬）

連絡先

今後は取り締まりを強化しつつ違法駐輪をする自転車などを駐輪場に誘導するように

　　E-mail : m-okuwa@mvg.biglobe.ne.jp
趣味　：　サッカー、バスケットボール

桑
第 ５７ 号（８月号）

〒247-0005　神奈川県横浜市栄区桂町６８８－４－６０１

新
大　桑　正　貴（まさたか）

市会議員２期目
よろしくお願いします！

JR大船駅・本郷台駅・港南台駅のいずれかで！
公　約



大桑新聞ではみなさまとともに、
栄区について考えていきたいと思っております。 FAX：０４５－８９２－５１８７

の方とぶつかってしまい駅をお使いの方にご迷惑をかけましたが、８月からはまた

けて下さい。よろしくお願いします。

０円７２，８６０円

７月は参議院選挙があった関係で駅前で大桑新聞を配っている時に色々な政党

交通費

また、７月は栄区の各地域でお祭りが開催され、私も多くのお祭りの会場に顔を出

小菅ヶ谷１丁目・３丁目・４丁目、中野町、元大橋２丁目となっております。

知らせします。ご理解、ご協力を頂ければと思っております。

となりました。

喫煙禁止場所や過料徴収の開始時期などについては、決まりしだい大桑新聞でお

これについては大桑新聞５５号でも少し取り上げましたが、喫煙禁止地区はまだ決

まっておらず、今年の秋頃をメドに喫煙禁止区域を指定していく予定です（喫煙禁

表題には「喫煙禁止条例」と書いておりますが、正確には「横浜市空き缶等及び吸

また、過料徴収の開始の時期ですが、これは喫煙禁止区域が決まってから数ヶ月

の周知期間をおいてになると思います（今年度内には過料徴収が始まる予定です）。

８月も各地域でお祭りがありますので、お祭りの会場で見かけた時は是非、声をか

頂いております。カンパを頂いた皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

ポスティングについて
現在、毎月発行している大桑新聞をボランティアの方に約１万枚ポスティングして

先月に引き続き大桑新聞をポスティングをして頂ける方を募集させて頂きます。

頂いております（毎月ポスティングして頂いております）。

ポスティングをして頂きたい場所は次の通りです。

勉強会代等

通信費 １０５，３４８円

道路使用料
５０２，６６２円です。

３５，９３２円

文具費等

６月の支出合計は

４７１円

大 桑 新 聞

大桑新聞印刷代等

支報告書に記載させて頂くことになりますので、ご理解頂ければ幸いです。

大桑新聞５月号でカンパのお願いをさせて頂いたところ、５月・６月・７月とカンパを

カンパについて

お１人、年間で５万円を超えるカンパを頂いた場合、その方の名前や住所などを収

事務所費等

い殻等の散乱防止に関する条例」（ポイ捨て防止条例）の一部が改正され、横浜市

が指定した区域では喫煙が禁止となり、違反者から２千円以下の過料を徴収する

止区域は、駅前など人通りの多い場所などが予想されます）。

もしご協力頂けるようであればご一報下さい。よろしくお願いします。

書籍代等

　　平成１９年度６月現在の政務調査費累計残高は　６７，６５１円です。

喫煙禁止条例！

させて頂きました（多くの方に声をかけて頂き感謝しております）。

駅前も静かになると思いますので、よろしくお願いします。

近況報告

１５，５００円 ７，３００円

２６５，２５１円

０円

６月分の収支報告（収入は政務調査費５５万円/毎月）

０円

今回の使用金の内訳

郵便代

５月から７月２３日までに頂いたカンパの合計は１４万１，８６９円となりました。

新聞代


